
主催：関西圏国家戦略特区「雇用労働相談センター」

第4回  公開セミナー＆雇用労働相談会

06-6371-3195https ://kecc.jp申込締切：平成30年 7月26日（木）

開催日時：平成30年7月26日（木）17:00～20:00

氏名

住所
（〒　　　　　-　　　　　　　）

TEL E-mail

会社名（役職） （　　　　　　　　　）

セミナー終了後に相談を希望する 後日相談を希望する（相談場所：雇用労働相談センター）

第4回

公開セミナー
& 雇用労働相談会

参加
無料

定員
30名

（定員になり次第締切）

17：00～18：00

18：00～19：00

19：00～19：20

19：20～20：00

質疑応答

WEB FAX

個別相談会 ［相談対応者］特定社会保険労務士・弁護士（センター相談員）

「外国人の雇用・労務管理のポイント」
～ 基礎知識・注意すべき点を中心に ～

国際化する日本社会／外資系企業／外国人の労働問題
～ 外国文化と労働問題を考える ～

これからますます加速する少子高齢化社会において、不足する労働力人口を補うため、外国人雇用を検討する企業も増加しつつあり
ます。今回は、昨年10月に同セミナーで実施しました内容に加え、最近のトピックスとして昨年改正された技能実習制度や先月、日
本・中国で署名された社会保障協定制度の概要にもふれたいと思います。企業が外国人を雇用する際の基礎知識や注意点を、雇用指
針に沿ってわかりやすくご説明いたしますので、皆様のご参加をお待ちしております。

国際化が進む日本経済において、外資系企業は、もはや欠くことできないピースになっています。
そこで外資系企業が人を雇う際に気を付けておきたいポイント、さらには、外国人を雇用する際の労務管理のポイントについて、
雇用指針を交えながら、基本的な点をわかりやすくご説明いたします。

【講師】特定社会保険労務士（センター相談員）藤田 隆宏
平成18年 社会保険労務士法人マイツ 入社。
中小・中堅企業を中心に労務管理における問題を気軽に相談できる人事労務分野の町医者として、真摯に対応しております。
労務相談、就業規則の整備、人事評価制度の構築、海外赴任者の労務管理、社会保険手続き等の人にまつわる幅広い相談対応が可能です。

【講師】弁護士（日本・ニューヨーク州）（センター弁護士）坂元 靖昌
平成 20 年に北浜法律事務所・外国法共同事業入所後、主に外資系企業向けに労働法務、
社内規定整備に従事する傍ら非常勤で外資系企業（メーカー・製薬会社）に出向するなど、企業内弁護士としても日常的な労務相談にも対応しております。
また、労務に関するセミナーも行っております。

セミナーⅠ

セミナーⅡ

※16:30～受付開始

経営者、労働者等どなたでもご参加いただけます

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 北館ナレッジキャピタル8階 K827号室
関西圏国家戦略特区

「雇用労働相談センター」事務局お問合せ・お申込み
TEL：06-6136-3194　FAX：06-6371-3195　E-mail：info@kecc.jp
相談・お問合せ対応時間：月曜日～金曜日の11時から20時（祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く）

場　　所：淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋odona）9階会議室9-1（有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所内）
（大阪市中央区今橋四丁目1-1 / 大阪市営地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10号出口直結）


